
窓 口
業務時間

本
庁
・
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー　
　

     

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
証
明
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー    

10
時
〜
19
時
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ト
ス
ー
ツ
で
す
。

い
ず
れ
も
販
売
品

目
に
使
用
す
る
物

に
限
り
ま
す
。
本

事
業
は
予
算
額
に

達
し
次
第
終
了
し

ま
す
。
な
お
、
過

去
３
年
度
以
内
に

本
事
業
を
利
用
し

た
人
は
対
象
外
で
す
。
詳
し
く
は
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

対
確
定
申
告
書
な
ど
で
農
業
収
入
を
確

認
で
き
前
年
合
計
所
得
が
50
万
円
以
下

で
、
認
定
農
業
者
で
な
い
70
歳
以
上
の
農

業
者

補
助
額
＝
購
入
費
の
２
分
の
１
以
内
（
上

限
８
万
円
）

申
７
月
25
日
㈪
～
９
月
30
日
㈮
に
農
政
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
０
８
へ

司
法
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会
開
催

　
県
下
一
斉
司
法
書
士
無
料
法
律
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。

時
８
月
７
日
㈰
10
時
～
16
時

場
群
馬
司
法
書
士
会
別
館（
本
町
一
丁
目
）

内
容
＝
登
記
・
相
続
、
多
重
債
務
、
成
年

後
見
、
悪
質
商
法
な
ど

問
群
馬
司
法
書
士
会
事
務
局

☎
０
２
７
‐
２
２
４
‐
７
７
６
３

生
（
学
生
証
か
在
学
証
明
書
が
必
要
）
で

本
人
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
（
い
ず

れ
も
失
業
（
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票

な
ど
が
必
要
）
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
に
よ
る
減
収
な
ど
が
あ
っ

た
人
は
、
特
例
申
請
が
可
能
）

問
市
民
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
５
４

旧
前
東
商
高
の
利
用
調
整
会
議

　
旧
前
東
商
高
の
各
施
設
に
つ
い
て
、
10

月
以
降
の
利
用
調
整
会
議
を
実
施
。
大
会

で
の
利
用
者
は
７
月
９
日
㈯
ま
で
に
大
野

工
業
大
胡
総
合
運
動
公
園
へ
事
前
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

時
７
月
16
日
㈯
〈
卓
球・軽
ス
ポ
ー
ツ
室
〉 

10
時
〈
グ
ラ
ン
ド
・
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
〉
11

時
〈
体
育
館
〉
13
時
30
分

場
大
野
工
業
大
胡
総
合
運
動
公
園
弓
道
場

対
市
内
に
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
人
が

過
半
数
を
占
め
る
10
人
以
上
の
団
体

申
当
日
会
場
へ
直
接

問
同
場

☎
０
２
７
‐
２
３
０
‐
４
０
５
５

高
齢
農
家
の
農
機
具
購
入
支
援

　
対
象
機
械
な
ど
は
、管
理
機
、防
除
機
、

草
刈
機
、
税
込
み
２
万
円
以
上
の
ア
シ
ス

問
介
護
保
険
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
５
８

避
難
行
動
に
不
安
が
あ
る
人
を
支
援

　

高
齢
者
や
障
害
者
、
難
病
の
人
な
ど
、

災
害
時
に
自
力
で
避
難
す
る
こ
と
が
困
難

な
人
で
も
安
心
し
て
避
難
で
き
る
体
制
を

整
え
る
た
め
の
避
難
行
動
要
支
援
者
制
度

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、
登
録
者
の

個
人
情
報
を
市
が
取
り
ま
と
め
、
自
治
会

や
消
防
、
警
察
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
民

生
委
員
に
提
供
し
ま
す
。
支
援
を
希
望
す

る
人
は
登
録
が
必
要
で
す
。
制
度
の
対
象

や
申
し
込
み
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
防
災
危
機
管
理
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
９
３
５

文
学
館
七
夕
ま
つ
り
で
観
覧
無
料
に

　
７
月
８
日
㈮
～
10
日
㈰
の
七
夕
ま
つ
り

開
催
中
は
、
前
橋
文
学
館
の
常
設
展
と
特

別
企
画
展
の
観
覧
料
が
無
料
で
す
。

問
同
館

☎
０
２
７
‐
２
３
５
‐
８
０
１
１

夏
の
県
民
交
通
安
全
運
動
を
実
施

　
７
月
11
日
㈪
か
ら
20
日
㈬
ま
で
、
夏
の

県
民
交
通
安
全
運
動
を
実
施
。
子
ど
も
や

高
齢
者
の
近
く
を
通
過
す
る
時
は
、
安
全

介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
送
り
ま
す

　
要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

人
や
総
合
事
業
の
対
象
者
に
、
介
護
保
険

負
担
割
合
証
（
紫
色
）
を
７
月
中
旬
に
郵

送
。
８
月
以
降
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を

利
用
す
る
と
き
は
、
介
護
保
険
の
被
保
険

者
証
と
一
緒
に
こ
の
負
担
割
合
証
を
事
業

所
へ
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

問
介
護
保
険
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
５
７

介
護
保
険
料
の
通
知
書
を
送
り
ま
す

　
65
歳
以
上
の
人
を
対
象
に
本
年
度
の
介

護
保
険
料
決
定
通
知
書
と
納
付
書
を
７
月

中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　
災
害
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
収
入
が
著
し
く
減
少
し

た
な
ど
の
特
別
な
事
情
で
保
険
料
が
納
め

ら
れ
な
い
場
合
は
、
申
請
す
る
こ
と
で
減

免
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

職
員
採
用
説
明
会
を
開
催

　
技
能
労
務
職
７
職
種
の
職
員
が
集
ま
り
、

職
種
別
に
仕
事
紹
介
を
し
ま
す
。

時
７
月
25
㈪
15
時
～
17
時
15
分

場
中
央
公
民
館

対
本
年
度
の
本
市
職
員
採
用
試
験
（
技

能
労
務
職
）
を
受
験
予
定
か
検
討
し
て
い

る
人

申
７
月
１
日
㈮
９
時
～
11
日
㈪
17
時
に

本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

問
職
員
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
５
０
３

福
祉
医
療
費
受
給
資
格
者
証
を
郵
送

　
受
給
資
格
者
証
の
有
効
期
限
が
７
月
31

日
㈰
ま
で
の
重
度
心
身
・
高
齢
重
度
障
害

者
の
人
に
は
、新
し
い
受
給
資
格
者
証
を
、

自
動
で
７
月
中
旬
に
郵
送
。

　
一
人
親
家
庭
な
ど
の
人
は
現
況
届
を
提

出
し
た
人
に
限
り
、
新
し
い
受
給
資
格
者

証
を
７
月
中
旬
に
郵
送
。

現
況
届
を
提
出
し
て
い
な

い
人
は
、
７
月
中
に
必
ず

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提

出
は
、
電
子
申
請
も
で
き
ま
す
。

●
医
療
費
の
助
成
は
申
請
を

　
市
内
在
住
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人
は
、
申
請
す
る
と
医
療
費
の
助
成
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
❶
高
校
生
世
代
ま
で
の
子
ど
も
❷
一
人

親
家
庭
（
所
得
制
限
あ
り
）
❸
重
度
の
障

害
者
（
身
体
障
害
者
手
帳
一
級
か
二
級
、

障
害
基
礎
年
金
一
級
相
当
、
療
育
手
帳
Ａ

判
定
、
知
能
指
数
35
以
下
、
特
別
児
童
扶

養
手
当
一
級
）。

　
対
象
要
件
や
申
請
書
類
な
ど

詳
し
く
は
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
０
２
７
‐
２
５
７
‐
０
６
８
０

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請

　
国
民
年
金
保
険
料
に
は
低
所
得
や
失
業

な
ど
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
難
し
い
場

合
、
納
付
の
免
除
や
猶
予
制
度
が
あ
り
ま

す
。
納
付
期
限
か
ら
２
年
以
内
な
ら
遡
っ

て
申
請
で
き
ま
す
。
現
在
保
険
料
の
免
除

か
猶
予
の
承
認
を
受
け
て
い
て
継
続
申
請

し
て
い
な
い
人
は
、
年
金
事
務
所
や
市
役

所
市
民
課
、各
支
所
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
〈
免
除
申
請
〉
本
人
、
配
偶
者
、
世

帯
主
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以

下〈
納
付
猶
予
申
請
〉50
歳
未
満
の
人
で
、

本
人
や
配
偶
者
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
所
得
が

一
定
額
以
下
〈
学
生
納
付
特
例
申
請
〉
学

な
速
度
で
走
行
し
、
事
故
防
止
に
努
め
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
県
交
通
安
全
条
例
の
一

部
改
正
で
自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用

が
努
力
義
務
に
。
飲
酒
運
転
は
重
大
交
通

事
故
に
直
結
す
る
極
め
て
悪
質
・
危
険
な

犯
罪
で
す
。「
飲
酒
運
転
を
絶
対
に
し
な

い
、
さ
せ
な
い
」
を
徹
底
し
て
く
だ
さ
い
。

問
交
通
政
策
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
６
３

市
町
村
振
興
宝
く
じ
が
販
売
開
始

　

７
月
５
日
㈫
か
ら
８
月
５
日
㈮
ま
で
、

「
市
町
村
振
興
宝
く
じ
（
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン

ボ
宝
く
じ
・
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
）」

が
発
売
さ
れ
ま
す
。
当
選
最
高
額
は
１
等

と
前
後
賞
を
合
わ
せ
て
７
億
円
。
収
益
金

は
市
町
村
の
ま
ち
づ
く
り
な
ど
に
使
わ
れ

ま
す
。
購
入
は
下
記
二
次
元
コ

ー
ド
の
宝
く
じ
公
式
サ
イ
ト
か

ら
も
で
き
ま
す
。

問
県
市
町
村
振
興
協
会

☎
０
２
７
‐
２
９
０
‐
１
３
５
０

土
地
建
物
登
記
な
ど
の
電
話
相
談
会

　
土
地
家
屋
調
査
士
が
土
地
建
物
の
登
記

や
境
界
な
ど
に
関
す
る
相
談
に
答
え
ま
す
。

時
７
月
31
日
㈰
10
時
～
17
時

申
７
月
25
日
㈪
ま
で
に
群
馬
土
地
家
屋

調
査
士
会

☎
０
２
７
‐
２
８
８
‐
０
０
３
３

く
ら
し
の
情
報

ようこそ
市長室へ

HP

　本市は、デジタル田園都市国家構想推進交付金の採択
を受け、２事業で計５億円超の資金をいただくことになりま
した。デジタルの力により、市民の暮らしを支える優しい
交通や子育てサポートを充実させ、皆さんに「便利になっ
た」、「助かった」と感じていただけるよう取り組みます。
　一方で、日々の生活の中でゆっくりと手間を楽しむスロー
シティも今年で６年目。今ではたくさんの移住者が薪ストー
ブを導入したり古民家を改修したりして暮らし始めています。
　さらに、若者に大人気のライブハウスが前橋のまちなか
に戻ってきます。音楽文化で前橋が、賑やかになることを
期待しています。
　コロナも落ち着き、花火大会や前橋まつりも再開できそ
うです。
　今までの我慢の分、また絆を復活させてまいりましょう。

市長コラム
Mayor's  Column
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